


当会にご入会いただくと、病気やケガによる入院や賠償事故などを補償する
「生活サポート総合補償制度」をご利用いただけます。
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1 入院給付金は既往症や、てんかんも補償
2 個人賠償（本人のみ）は最高3億円まで補償
3 入院時に保護者（介護人を含む）の付添や介助が必要になったとき、日額をお支払いします。（補償プランⒶ・Ⓑのみ）
4 虐待などの被害事故・逮捕・勾留に対応するための弁護士費用を補償。（補償プランⒷ・Ⓒのみ）
5 就労中（※）のトラブルも補償（補償プランⒸのみ）（※就労移行支援・就労継続支援A・B型も含む）
6 年齢にかかわらず、知的障がい児者、発達障がい児者（自閉症児者を含む）の方であればご加入いただけます。

（ただし、補償プランⒷは2026年4月1日時点で０歳～６４歳まで）

7 24時間安心補償 日常生活におけるケガや病気による入院を補償します。

全国会員数

個人賠償責任補償（本人のみ）、施設等管理下財物復旧費用について

2．個人賠償責任補償（本人のみ）の対象となる事故は、「被保険者本人が発生させた事故」
   に限定します

・個人賠償責任補償について保険金のお支払いの対象となる事故は被保険者本人が発生させた賠償事故に限りま
す。

・本人が未成年者または責任無能力者である場合には、法定の監督義務者等が法律上の損害賠償責任を負う場合に、
保険金をお支払いします。

・被保険者本人の親権者、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子などが発生させた事故は、補償の対象外となりますの
でご留意ください。

1．個人賠償責任補償（本人のみ）の保険金ご請求時に、法律上の損害賠償責任の有無を
   確認させていただきます

個人賠償責任補償の保険金ご請求時に、引受保険会社にて「法律上の損害賠償責任の有無」について、以下①、②の確認
を実施させていただきます。

①被保険者本人に責任能力があるかどうか
②（上記①で被保険者本人に責任能力がないと判断され損害賠償責任を負わない場合）法定の監督義務者に「法律上の

損害賠償責任」が生じるかどうか

広島

8 施設等が管理する財物を壊してしまった時の修理費として、保険期間を通じて50万円まで補償

3．施設財物を壊してしまった場合の修理費を補償する「施設等管理下財物復旧費用」を
   全てのプランで補償します

【「施設等管理下財物復旧費用」補償概要】
日常生活中に、被保険者本人が施設の壁や窓ガラスなどの施設管理財物を損壊した場合、法律上の損害賠償責任
有無を問わず、修理するために要する費用（注）について、保険期間を通じて５０万円を限度にお支払いします。
（注）施設等に発生した損害のうち被保険者本人の責任に相当するものとして、
　　引受保険会社の認める額とします。

対象プラン

保険金額

自己負担額

全てのプランで補償されます

50万円（保険期間通算限度額）

0円

全国生活サポート協会とは…
一般社団法人全国生活サポート協会は、2006年（平成18年）11月に、知的障がい児者・自閉症児者とその家族
の生活上での安全・安心と福祉の増進に寄与する事を目的として設立されました。
現在当会は、知的障がい児者・発達障がい児者（自閉症児者を含む）の日常生活に関わる相談支援事業、就労に
関わる相談支援事業、権利擁護に関わる相談支援事業の3事業を実施しています。
助け合うという互助の精神を柱に、知的障がい児者･発達障がい児者（自閉症児者を含む）の皆さまをかけがえ
のない存在として捉え、より豊かな生活が送れるよう支援しています。
全国での詳しい活動内容については、当会のホームページ（https://zensapo.jp/）をご覧ください。

※2025年7月時点　164,788人

設立から
18年間で 約16.4万人※
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■中途加入

＊当制度に保険期間の中途で加入した場合、入院給付金（4ページ）のお支払い対象期間は下表のとおりとなります。病気による入院につい
ては、ご加入日（補償の開始日）からその日を含めて30日を経過した日の翌日以降に開始した入院がお支払いの対象となりますのでご注
意ください。

※加入日が3月１日の設定はありません。

加入日
掛  金  表  （ 保 険 料 ）

5月1日
6月1日
7月1日
8月1日
9月1日

10月1日
11月1日
12月1日
1月1日
2月1日

27,040円
24,660円
22,250円
19,830円
17,430円
15,050円
12,640円
10,240円
7,850円
5,430円

（24,700円）
（22,470円）
（20,220円）
（17,950円）
（15,710円）
（13,490円）
（11,230円）
（8,990円）
（6,750円）
（4,490円）

21,770円
19,880円
17,940円
16,010円
14,100円
12,180円
10,250円
8,320円
6,410円
4,480円

（19,430円）
（17,690円）
（15,910円）
（14,130円）
（12,380円）
（10,620円）
（8,840円）
（7,070円）
（5,310円）
（3,540円）

24,350円
22,220円
20,050円
17,890円
15,730円
13,580円
11,420円
9,260円
7,110円
4,940円

（22,010円）
（20,030円）
（18,020円）
（16,010円）
（14,010円）
（12,020円）
（10,010円）
（8,010円）
（6,010円）
（4,000円）

入院4日目 から補償プラン 入院2日目 から補償プラン 入院2日目 から補償プラン

お振込み掛金は、下記掛金表の太字の金額となります。　　　例）補償プランＡ　5月加入⇒21,770円

被保険者（補償の対象者）

（申込人）

加入方法・掛金

知的障がい児者または発達障がい児者（自閉症児者を含む）

加入依頼者
保護者（または成年後見人等）　※後見人等の法定代理人が加入手続きを行う場合、後見人等であることがわかる公的書類もご提出ください。

補償期間（保険のご契約期間）

× ×
待機期間（30日）

中途加入日（補償開始日） 30日
31日目以降に開始した入院がお支払いの対象です。

（ただし所定の要入院日数以上の入院の場合）◎
× ◎ 中途加入日以降に発生したケガによる入院がお支払いの対象です。

病気による入院

ケガによる入院

締切日…
加入日…締切日の翌月の1日
掛 金…初年度の掛金は右記

の掛金表でご確認の
うえ、締切日までにご
案内の口座まで掛
金をお振り込みくだ
さい。

＊掛金には制度運営費が含まれて
います。
＊保険料は過去の実績等をもとに
加入者10,000名以上の場合の多
数割引を適用したものです。

■新規加入
（4はお客さま控です。）
掛金は口座振替となりますので入会申込書兼加入依頼書の金融機関欄もご記入・ご捺印ください。

（４月１日午前０時補償開始）

口座振替日：5月12日（金融機関が休日の場合は翌営業日）

〔継続加入の口座振替日：毎年5月12日（金融機関が休日の場合は翌営業日）〕

■入院2日目から補償プランB／掛金… 30,170円（保険料 27,670円）
■入院4日目から補償プランA／掛金… 24,270円（保険料 21,770円）

■入院2日目から補償プランC／掛金… 26,960円（保険料 24,460円）

締　切　日：

（5月1日以降に加入される場合）

5月上旬に加入者証兼振替案内が加入者住所に送付されます。5月上旬に加入者証兼振替案内が加入者住所に送付されます。

加入日の翌月上旬に加入者証が加入者住所に送付されます。加入日の翌月上旬に加入者証が加入者住所に送付されます。

重要事項説明書
4

3
2

1
記入例

よくあるご質問をご紹介します。Q & A

加入する際に医師の診察などが
必要ですか？Q いいえ。

医師の診察は不要です。A

はい。先天性の疾病に起因する病気や、
てんかん発作による入院なども
支払いの対象となります。

既往症で入院しても、
入院給付金の支払い対象に
なりますか？

Q

A はい。通院・入院したという事実に対して
お支払いいたしますので、
ご請求いただけます。

公的医療制度により治療費を
負担しない場合でも、「ケガの補償」や

「入院給付金」は支払い対象になりますか？
Q

A

加入依頼書の所属欄には何を記入するのでしょうか？Q
A ご本人が通われている会社名や、日中活動をされている施設名・作業所名を記入してください。

２か所に通われている場合どちらか１つをご記入ください。

嘔吐や腹痛の症状があり受診したところ、
腸閉塞とわかり13日間入院した。
個室を利用し、母親が1日6時間程度付添介護にあたった。

お支払
保険金合計 150,000円

①付添介護保険金
②差額ベッド費用
③入院諸費用
④入院一時金

8,000円×12日
3,000円×12日
1,000円×12日

96,000円
36,000円
12,000円

6,000円

＝
＝
＝

入 院 給 付 金

入院2日目から
補償
プランⒷ
の場合

自転車で35歳男性と衝突し、
男性は脳挫傷を負い
終身常時介護が
必要となった。
1億3,000万円の賠償。

個人賠償責任補償（本人のみ）

1億3,000万円お支払
保険金合計

補償プランⒷⒸの場合

大きな音に驚き
手を振り回したため、
近くにいた女性の
眼鏡を壊してしまい、
損害賠償責任を負った。

個人賠償責任補償（本人のみ）

ガラスに衝突して
顔に裂傷を負い、
10日間通院した。

ケガの補償

補償プラン
ⒷⒸの場合

30,000円

⑧通院保険金
　3,000円×10日＝30,000円

不当に解雇されたため、
弁護士に相談し
損害賠償を請求した。

（不当解雇）

弁護士費用等補償

350,000円お支払
保険金合計お支払

保険金合計

補償プランⒷⒸのみ

（損害賠償請求費用）（法律相談費用）

お支払
保険金合計

思い通りにならず
勤務中に会社ノートPCの
上蓋を強く閉め、
液晶画面を
破損させてしまった。

職業従事中事故対応費用補償

補償プランⒸのみ

100,000円お支払
保険金合計

自転車事故も対応

パニックになってしまい
施設の窓ガラスを
割ってしまった

施設等管理下財物復旧費用

200,000円お支払
保険金合計

例えば…

こんな時に
お役に立ちます｡ 2026年4月1日から2027年4月1日午後４時までの１年間　※次年度以降、口座振替により自動的に継続されます。

30,000円

【補償期間：加入日（毎月１日午前0時）～2027年４月１日午後４時】

A B C

7

3月10日

入会申込書兼加入依頼書にご記入・ご署名の上、事務局へお出しください。

入会申込書兼加入依頼書にご記入・ご署名の上、1・2・3を事務局へお出しください。

毎月15日

詳しくは、別紙手引きをご覧ください。

〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB36F
TEL:06-7223-2010

大阪プロチャネル営業部

ジェイアイシーウエスト株式会社
〒540-0026

受付時間：午前10時～午後4時（土・日・祝日・年末年始を除く）

大阪市中央区内本町1-1-1 OCT 7階

びわこ互助会（滋賀県知的障害児者生活サポート協会）
〒520-0044 滋賀県大津市京町4-3-28 厚生会館2F

公益社団法人滋賀県手をつなぐ育成会内

TEL:077-523-3773

（加入依頼書等送付先）

3月10日までに 毎月15日までに

入会申込書兼加入依頼書を事務局までご提出
ください。

入会申込書兼加入依頼書を事務局までご提出
ください。7ページの掛金表をご確認のうえ、
掛金をお振込みください。

びわこ互助会（滋賀県知的障害児者生活サポート協会）

TEL:0120-177-294（フリーダイヤル）
FAX:06-6944-1728
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